
第 5 回 ｢産科医療補償制度 再発防止委員会｣

日 時 : 平成 2 3 年 2 月 1 5 日 (火)

1 4 : 0 0 ~ 1 6 : 0 0

場所 : 日 本医療機能評価機構 9 階ホール

ー 開 会

2 . 議 事

1 ) 第 4 回再発防止委員会の主な意見について

2 ) ｢テーマ に沿っ た分析｣ について

3 ) 今後のス ケ ジュ ール

4 ) ｢テーマ に沿っ た分析｣

5 ) そ の他

閉 会3

! 資料 1 原因分析報告書 【要約版 】 の概要 (一覧)
! 資料 2 ｢ テーマ に沿っ た分析｣ において必要な情報



1 ) 第 4 回再発防止委員会の主な意見について

( 1 ) テーマに沿った分析について

○分析対象と なる事例の数は多く ないため、 その中で非常に共通 している問題や、 一

般的に よ く 行われ、 気を付ける必要がある診療行為等をまずテーマ と して取 り 上げ

たほ う が よいのではないか。

○オキシ ト シン投与、 人工被膜、 メ ト ロ イ リ ンテル挿入、 吸引分娩等、 人工的な処置

を実施する と き には、 それによ る効果が何かを考える必要があるため、 医療介入に

関するテーマを取 り 上げてはど う か。

○診療録の記載が不十分な事例は早めに取 り 上げてはど う か。

○様々 な切 り 口で産科医療の質の向上に役立つ情報を提示してい く べきである 。

( 2 ) その他

○本制度では、 原因分析を行 う ため、 分娩機関等から 自発的に十分な瀞報を提供して

も ら う こ と が重要である。

○議論はマスキング版を使ってでき るのではないか。

0ず青報が限定されていては適切な分析ができ ない。 多 く の橇報を集め、 臨場感を持っ

て議論をすべきではないか。

○ この委員会の役割を考える と 、 オ リ ジナル版を使って議論を行 う べきではないか。

○机上にはオ リ ジナル版を置いて欲しい。 個人情報の問題があれば、 マスキング版を

使ってよいので公開で議論したい。

○公開する こ と で当事者の心情を害する恐れがある 。 事例に関 して審議する場合、 自

由闇達な議論を行 う ため、 また、 事例について非公開で審議している原因分析委員

会と 同様に 、 非公開で行 う べきではないか。

○原因分析委員会では、 事例の状況が分からない状態で議論を行 う ためヲ乾公開である

が、 再発防止委員会はある程度議論する内容が分かっているため、 公開/非公開の個

別判断ができ る のではないか。 一方、 原因分析委員会は非公開で行っているのに対

し、 再発防止委員会はケースによ って公開で矛手 う こ と と なる と 、 分娩機関の協力や

理解が得られないのではないか。

○ これまで 3 回の委員会において公開/非公開について議論 し、概ねその議論も尽く さ

れた。 委員会の公開/ヲ乾公開の判断を委員長に一任して よいのではない力、

○テーマに沿った分析を早く 進めてい く べきである 。

○でき る限 り 脳↑堕麻痺の発症を防ぐため、 報告書を どこでどの よ う に活用するかまで

議論すべきではない力、



2 ) ｢テーマに沿った分析｣ について

( 1 ) ｢テーマに沿った分析｣ のイー鱈甫

○第4 回委員会において、 ｢テーマに沿った分析｣ の候補を選定した。

( 1 ) 新生児〆蘇生に関する もの

( 2 ) 胎児心拍数モニタ リ ングに関する もの

( 3 ) 人工的な処置の前後の対応に関する もの

①分娩誘発 ･ 促進の際に薬剤を使用 した事例

②〆 ト ロイ リ ーゼ法を行った事例

③人工破膜を行った事例

( 2 ) ｢テーマに沿った分析｣ において必要な間報

○第4 回委員会において、 1 1 事例 (平成 2 2年 9 月 末 日公澤野分) の 『要約版に基づ

く ｢テーマに沿った分析｣ を行 う にあたって詳細な十青報が必要な部分』 について委

員に伺った。 また、 平成 2 2年公表件数は 1 5件 (第 1 回報告書分析｣泥芻華数) に

確定したので、 追加の 4件についても 同様に詳細な情報が必要な部分について伺っ

た。

圓回
圓圏

1 原因分析報告書 【要約版】 の概要 (一覧)

2 ｢テーマに沿った分析｣ において必要なr吾報

3 ) 今後のスケジュール

○第 4 回委員会を受けて報告書作成のスケジュール案を提示する。
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(報告書作成のスケジュール 係) )

月

再発防止委員会 運営糸蹄織

開催回
第 1 回報告書

(20 1 0年公表事例の分析)

第 2 回報告書

(20 1 1 年公表事例の分析)

20 1 1 年

4 月
第 6 回 ･ テーマに沿った分析

5 月 第 7 回
･ ブーマに沿った分析

･ 数量的 ･ 疫学的分析

6 月 第 8 回
･ 第 1 回報告書 鰈安) の

審議 ･ 承認

･ テーマ選定

鐸趨回委員会で提示し

たテーマも含めて)

7 月
･ 第 1 回報告書

の審議 ･ 承認

8 月 第 9 回 ･ テーマに沿った分析

･ 第 1 回報告書

の公法 ･縦

･ 記者会見

9 月 第 1 0 回 ･ プーマに沿った分析

1 1 月 第 1 1 回
･ テーマに沿った分析

･ 数量的 ･ 疫学的分析

20 1 2 年

1 月
第 1 2 回

･ 第 2 回報告書 係) の

審議 ･ 承認

2 月
･ 第 2 回報告書

の審議 ･ 承認

3 月

･ 第 2 回報告書

の公澤詩 発送

･ 記者会見

※産科事例情報 (仮称) 等については今後検討を進める 。
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く参考 : 第 1 回再発防止委員会資料)

1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一 - - - - 一 - - 一 一 - - - - - - - - 一 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ｢

9 月 項

第 2 回再発防止委員会の開催

【主な審議事項】

再発防止に関する基本方針 (数量的 ･ 疫学的分析を中州こ)

の審議

1 1 月 項

第 3 回再発防止委員会の開催

【主な審議事項】

再発防止に関する基本方針 (テーマに沿った分析を中心に)

の審議

12 月 項

第 4 回再発防止委員会の開催

【主な審議事項】

再発防止に関する基本方針の確定

報告書の内容 (全f布的な構成等) の審議

平成 23 年

1 月 以降

第 5 回再発防止委員会の開催

【主な審議事員1

幸皓轢の纖

報告書の公法

L- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ｣
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事例

番号

22000 1

脳性麻痺発症の原因

本事例における脳性麻痺発症の原因
は 、 臍帯脱出 、 それによる臍帯血流の
障害 、 そのために生じた胎児低酸素
性虚血性脳症の可能性が高い。 臍帯
脱出の発生原因は特定できない。

医学的評価

①既往歴 ･ 家族歴 ･ 妊娠中の経過について 、 ②分娩誘発について 、 ③〆 ト ロ イ リンテ
ル使用について 、 ④分娩誘発剤使用および使用法について 、 ⑥人工破膜 、 ⑥臍帯
脱出後の対応 、 ⑦新生児に対する処置 、 について医学的評価を行った 。 その結果
は以下の とお りである 。

本事例の妊娠中の管理は適切に行われていた 。 妊娠4 1 週で頚管熱化不全があっ

たことからメ ト ロ イ リ ンテルを併用 した分娩誘発が行われているが、 妥 当な診療であ
る 。 分娩誘発中 は基本的に分娩監視装置が装着され 、 胎児心拍数および過強陣
痛についての監視など必愛想ご学的 旨 埋が行われている 。 子宮 口 6 cm開大で児
頭がほぼ固定した状態で分娩進行を期待して人工破膜が行われたが、 施行前後
に超音波検査および内診によ り臍帯下垂 ･ 臍帯脱出の有無を確認している ことか
ら 、 必要な注意は払っていたと考えられる 。 先これ … , . □ 江録には 、 分娩誘発開始
後から臍帯脱出が起こるまで臍帯脱出を積極的に疑う胎児心拍数所見は出現して
いない。 臍帯脱出が起こって以降の帝王切開による児娩出までの時間も一般診療
所としては迅速であり 、 手術準備中も必要な管理が行われていた 。 また 、 出生後の
新生児蘇生処置も適確に行われていたと判断される 。

検討すべき手頃

当該分娩機関 学会 ･ 職能団体 国 ･ 地方 自 治体
1 ) 当 該分娩機関における診療行為について検討すべき事項 頭位分娩での臍帯脱出の発症 特になし 。
( 1 ) 外来でのメ トロイ リ ンテル挿入 率は極めて低く 、 その原因の分
メ ト ロ イ リンテルを使用 したことに関 しては 、 医学的根拠があると評価されたが、 メ ト 析が進んでいない現状がある 。
ロ イ リンテルの挿入は 、 胎児の状態や子白取 ; ふ う訳慰 さ 祠T 価した上で行われるべ 今後 、 破水(人工破膜 ･ 自 然破
きである 。 本事例では 、 あらかじめ胎児心拍数モニタ リ ングで胎児の状態を確認す 水) 、 羊水過多症 、 メ ト ロ イ リ ンチ
ることなく 、 外来受診時にメ ト ロ イ リ ンテルが挿入されたが 、 今後は改善されるべきで ルの使用 、 分娩誘発 、 巨大児 、
ある 。 低出生体重児などの要因と臍帯
( 2 ) 外来での人工破膜について 脱出 との関連について学会レベ
本事例では 、 子宮 ･痴 を ,鮒 噸授 与 によ る分鼾 ニヱ ー ギ に 、 胎児心拍数モニターを一時は ルで症例を集積し、 それらの因
ずして外 米& く 渣ロ. ふ の診察を受け 、 その際、 人工破膜が行われている 。 分娩誘発中 子と臍帯脱出 との因果関係を検
の移動や人工破膜による羊水流出などは 、 胎児の状態に急激な変化を起こす可能 。寸することを要望する 。
性もある 。 そのため 、 このような処置等はできる限 り陣痛室や分娩室などで施行す
るよう に当該施設のシステムを改善する ことが望まれる 。
( 3 ) 子宮収縮剤の投与量について
子宮収縮剤の投与量については 、 日 本産科婦人科学会および 日 本産婦人科医会
によって取 りまとめられた ｢子宮収縮薬による陣痛誘発 ･ 陣痛促進に際しての留意

点 ｣ の基準に準拠して行われるべきである 。 院内の投与基準として 日 常的に用いら
れている当該地。又の投与法を 、 今後は留意点に合致させることが求め られる 。

( 4 ) 臍帯動脈血液ガス分析について
本事例は出生後 - - 二 三 事 解三 面 の血液ガス分析がなされていない 。 新生児仮死の状
態で児が出生した場合には臍帯動脈血液ガス分析をすることが望まれる 。
2 ) 当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項
特になし。

220002

は 、 車中の墜落分娩で児の肩まで娩
出 された状態が持続し 、 その間 、 母体
からの血流が遮断され 、 また 、 被膜児
の状態のため児が自 ら呼吸することも
できず、 それらの ことが脳の低酸素状
態を引き起こし 、 低酸素性虚血性脳症

を発生させたと考えられる 。

妊娠3 9週において胎児発育不全が認められたが、 3 日 後に再度受診を指示してお
り 、 適確な対応であった 。
2 ) 分娩に至るまでの経過について

( 1 ) 本事例における 自 宅待機について
分娩当 日 の朝 、 当 妻家 ト メニ- 【 三 豆珍した時点での 内診所見や分娩監視装置の記
録では 、 分娩開始とは判断できない所見であったので 、 この時点で入院するか 自 宅
待機とするかを 虹左婦 ･ 夫と相談して 自 宅待機と決定したことは 、 一般的な対応で
あったと考えられる 。

( 2 ) 自 宅待機と判断した場合の経過観察の方法について
自 宅待機とした場合においては 、 陣痛が規則的に強くな り 、 間欠時間が 1 0分以内
になった場合には来院する指示をしておくことが標準的な対応である 。 本事例で
は 、 具体的な再診時期の指示は記載がないので、 評価できない 。
( 3 ) 夫から連絡があった時点での来院および対 鉈 曲 -- ･監 守- とつ いて

ア ‐ ｢陣痛が強くなった｣ との初回の電話に対して来院を指示した当該分娩機関の
対応については 、 妊産婦が来院した時点の内診所見や分娩監視装置の記録から
判断して 、 本事例が墜落分娩となることを予測するのは困難であ り 、 この時点での
。れ獲れ Uノ 対 応は妥当であったと考え られる 。

イ . 2 回 目 以降の夫からの電話連絡時の緊急対応についても 、 必ずしも適確性に
欠けていたとは判断できない。 また 、 この時には墜落分娩の可能性は予測できて

も 、 一般には被膜児の状態で分娩することまで予想し適切な指示を行うことは困難
である 。

( 4 ) 救急搬送中の新生児の状態および蘇生処置について
ア - 救急隊到着時 、 自発呼吸を認めず、 心拍は停止していた 。 このような状況や医
師不在の 中で、 移動中 の車中での墜落分娩への対応 、 また 、 救急隊員と夫が協力
して児を娩出 し搬送中の重症仮死児の蘇生処置は適確に行われていたと評価され

る 。

イ . . 小 宇帆 に対 ≦ * 命 : ‘ :ニ ーいた方･どうか不明であるが、 救急救命士が立ち
会っていなかった場合には 、 当該分 娩 ･ ↑ - ｣ 蹄 :だ き , 人 まこ嚥稜怠隊へ直接指示

される処置等以外はできなかったと思われ 、 この ような特殊な状況下で医療機関

側 、 救急隊、 患者家族に対して正確な対応を求める ことは困難であると考えられ
る 。

ウ . 重症新生児仮死に対する蘇生処置は 、 AAP/AHA新生児テキス トブックによ

ると 、 3 0秒毎のステップで新生児状態の確認および蘇生手順が定められており 、
現時点ですべての救急隊員に-の畑 メ 求めることはほとんど不可能である 。

･ . - - ハ 上確又漏 ろ宅争 "繭 - 准行し墜落分娩等の可能性もある ことから 、 状況把- -一 帖羽 に、 ･ } ' ‐ ‐

握に努め 、 緊急事態に際しては 、 救急隊への連絡 、 緊急回避処置の指示を行いな
がら 自 宅分娩も視野に入れた対応を行う準備をしておく ことが望まれる 。 さ らに分娩
機関においては 、 妊産婦および家族と相談の上 、 自 宅待機とした場合には 、 予想以
上に早く進行する分娩もあることを考慮し 、 陣痛が強くなった場合の連絡方法 、 来院

' -+ ‘心 得三 今豊三が望よん . る - ま手段、 来院までの時間等の細かい確認套 十ひ省 ′ -
た 、 妊産婦や家族に対し 、 分娩経過についての一般的な知識とともに 、 急激に分娩
が進行する可能性があることも出産前よ り教育を行うことが望まれる 。
2 ) 当該分娩機関における設備 ヤ ニ 泳者 制しついて検討すべき事項
特になし 。

機関に対して 、 妊産婦との緊急
時の連絡対応 、 連絡方法の確
認の更なる徹底を図るよう に指
導することが望まれる 。
本事例のような予期せぬ墜落分
娩でしかも被膜児のまま娩出す
ることも起こ り うることについて 、

学会 ･ 職能団体は、 今後 、 電話

連絡で墜落分娩が予測された際
の 、 状況に応じた妊産婦および
家族への指導ガイドラインを策
定しておくことが望まれる 。

は 、 車中分娩を含

む墜落分娩におけ

る分娩管理を行う
ことが出来る救急

救命士の資格を有
する救急隊員を義
成し 、 充実した救
急体制の整備を進
めることが望まれ

る 。 救急救命士の
配備が十分になさ

れるまでは 、 万が

の墜落分娩に対

して 、 救急隊への
分娩管理法および
新生児蘇生法の教

育徹底が勧められ
る 。 特に新生児蘇

生法は 、 日 本版救
急ガイドラインにも

掲載されているも
のであり 、 救急隊

員全員の習得の徹
底が必要である 。

救急救命士養成 、 さらには新生
児蘇生法の 肩 の普及を国 ･ 地

方 自治体に働きかける ことが望
まれる 。

日 本版救急蘇生ガイドラインで
の大人を対象とした一次救命処

置では 、 救急システムとして電
話連絡の際の 口 答指示につい
ての指導が記載されている 。 し
たがって 、 このような墜落分娩が
予測された際のガイドラインの整
備を進めることで 、 墜落分娩を
防ぐ試みと墜落分娩となった (な
ることが予測される ) 場合の二重
の安全性を高める努力を行うこ
とが望まれる 。

- 博 一



- 資料 u
原因分析報告書 【要約版】 の概要 ( 一覧 )

“ 脳性麻痺発症の原因 ~ 医学的評価 討 べき 項 学会 職能団体 国 ‐ 地方 自 治体番号 当該分娩機関

1 ) 当 該分娩機関における診療行為について検討すべき事項 ア . わが国の分娩を取り扱う専 国 ･ 地方 自治体に本事例の脳性麻痺発症の原因は 、 分 1 ) 胎児心拍のモニタ リ ングについて

2 2 0003

る とともに 、 頻回の子宮収 児に対する リスク
により 、 分娩中 (遅く とも人工 的児心拍聴取 ｣ と ｢

破膜後から 、 子宮 口 全開大を経て児

て 、 ｢ ドツブラによる間欠 ( 1
1 がある 。 本事例の胎児 ア .

, こっ

ついて 門家の職能団体( 日 本産科婦人 は 、 上記の ｢学会 ･

監視は分娩監視装置を用いずに 、 ドップラによる間欠的児心拍聴取だけで胎児監
娩出までの間)に来した胎児低酸素状 視を行っているが、 そのこと 自 体には問題はない 。
態によって 、 出生時の新生児仮死を しかし 、 本事例で行っていたドップラによる間欠的児心拍聴取の聴取間隔について
発症した可能性が高い 。 加えて 、 出生 は妥当性に欠けている 。
後も低酸素状態が持続したため 、 そ
状態がさらに悪化したと考えられる 。

2 ) 入院から人工破膜までの胎児心拍の聴取について
入院後 、 分娩第 I 期の ドッブラ聴取の間隔は30分から 3 時間であった 。 分娩第 I
期であっても 、 3時間 ドップラ聴取を行わないことば分娩第 I 期の胎児監視として
般的ではない 。
3 ) 人工被膜後から 、 子宮 口 全開六を経て児の出生時までの胎児心拍の聴取につ
いて

1 時間以上にわたる分娩第 ロ 期の間にドップラ聴取は 1 度も行われていなかった 。
頻回にドップラ聴取すべき分娩第 □ 期において 、 胎児心拍が一度も聴取されてい

分娩第 ロ 期の胎児監視として 、 妥 当性に欠けている 。

、 児の 口

、は酸素吸入

について

引 は行われていたが、 バッグ&マスクによる陽圧換気あ
ておらず、 蘇生措置は不十分であった 。 嘱託医療機関 と

、 出生直後の児の蘇生をはじめと

ア . ドップラによる間欠的児心拍聴取により胎児監視を行う際には 、 米国産婦人科 科学会 、 日 本産婦人科医会 、 日 職能団体に対する
学会 (ACOG)や世界産婦人科連合(FIGO) 、 世界保健機関 (WHO ) 等国外の産科 本岡産期 ･ 新生児医学会 、 日 本 検討すべき事項の
専門団体や保健医療専門団体の推奨する監視法を十分参考にされるよう要望す 看護協会、 日 本助産師会など) ア . ~オ . ｣ の実現
る 。 聴取間隔は 、 全分娩経過を通じて推奨法に示された間隔程度まで短くし 、 特に により 、 分娩中の胎児監視を に向 けた支援を要
分娩第 = 期では頻回にドップラ聴取を行うべきである 。 ｢ ドップラ聴取｣ で行う際の具体 望する 。娩第 = 期では頻回にドップラ聴取を行うべきである 。

. 常備している分娩監視装置を用いた胎児心拍数モニタリングの導入を推奨す
。 特に 、 ①入院時の胎児の状態評価 、 ②破水直後 、 ③分娩第 肛 期など、 状況ゐ
した際には 、 分娩監視装置を用いた胎児心拍数モニタリングを行うべきである 。

( 2 ) 新生児蘇生

についての理解を深める必要がある 。 日 本周産期 ･
皆会 ｣ 、 その他の講習会等に参加する ことも必要で
における設備や診療体制について検討すべき事項2 ) 当 言 分 に 、 け 設 用 繭勿 ｣ について 言･ ヘ エ

. 常備している分娩監視装置の使用法を熟知してお くことが望まれる 。
. 母体 ･ 新生児の蘇生に必要な器具を常備し 、 その使

ウ . 母体や新生児に投与する 1 00%酸素を常備し 、 そ

る 。

によ り 、 分娩中の胎児監視を

｢ ドップラ聴取｣ で行う際の具体
的かつ詳細なガイドラインが、 早
急に作成されることを要望する

【具体的には 、 分娩第 I 期は何

分毎測定 、 子宮収縮のピーク後

況 (子宮 口 全開大に至る前の破
水 、 分娩遷延時等) など】 。

. 日 本助産師会には 、 ｢肋産所

務ガイドライン｣ に記載されて

、る ｢胎児wen‐be i n gの評価｣ と
は何を示すかを具体的に掲載す

よう要望する 。

ウ . 日 本看護協会 、 日 本助産師
云等の団体には 、 標準的な分娩
管理について会員への啓発 、 情
報提供をさら に推進するよう要
望する 。

工 . 日 本看護協会 、 日 本助産師
会等の団体には 、 分娩に立ち会
う看護師 、 助産師が標準的な蘇
生技術を習得するために 、 新生

( 日

期 ･ 新生児医学会が主催する 〔 B
コース〕 新生児蘇生法 ｢一次｣
コース) などの受講を義務付ける

よう強く要望する 。

オ . 日 本産科婦人科学会 、 日 本

産婦人科医会 、 日 本助産師会に
は 、 肋産所と嘱託医療機関の連

携についてその実際を再確認
し 、 ｢助産所業務ガイドライン｣ か
ら逸脱している施設には 、 これを

順守するよう指導することを要

望する 。

‐ 2 ‐



資料 1 l
原因分析報告書 【要約版】 の概要 (一覧 )

= 脳性麻痺発症の原因 医学的評価 検討 べ 項 学会 . 職能団体 国 . 地方 自 治{番号 - - 当 該分娩機関

220004

子宮破裂 、 それによる子

　 　 　

循 帝王切開既往妊娠でハイリスク妊娠であるが、 前回帝王切開創部に関する 当該分
娩機関の認識について 、 診療録への記録が明確でない 。 また 、 前回帝王切開を

、 。 行った医療機関に 、 術式等の問い合わせを行ったかどうか記録上は不詳であ り 、

) 前回の妊娠分

回の帝王切開の

当 医療機関 、

帝王切開術後瘢痕創を有す は 、
凸の 壬 -竺理についての竺 はであったか否かは別にして 、 少なくとも ｢大

り 、 遅くとも帝王切開を実施する前までに ‘
医療機関は前既往帝王切開担当 医に問い
情報を共有しておく必要がある 。
る

とか不か

(超

ンの作成が望まれ

査による前回帝王

子宮筋層の厚さの

性の有無や 、 既往

子宮壁縦切開の場

一 ムを構築してい
る分娩担当 医療機
関に対して、 リスク

を有する妊産婦の
管理における診療

の子宮創部に陣痛様の の記載がないとすれば、 妊娠37週以降の陣痛発来前の帝王切開を予定する場合
、子宮収縮による圧力がかか り 、 であっても 、 前回の帝王切開創が通常の創ではないとの情報が妊婦本人などから 合わせて前回の
破裂が起きたもの と推察される 。 得られた場合 、 前医に前回帝王切開の方法について問い合わせ等をして 、 子宮破 ( 2 ) 前回手術の 自

製の危険について評価しておくことが望ましく 、 本事例においてはそのような配慮が 本事例は 、 前回帝
欠けていると思われる 。

2 ) 妊娠経過

に脳神経外科医の診断を仰いだことは適確である 。 来院から 1 0分間で帝王切開を

決定し手術室に移動 したが、 超音波検査で胎児徐脈が確認され、 胎児機能不全の
適応にて帝王切開を急いだことは妥当な判断であった 。 緊急帝王切開で、 妊産婦
もショック状態であるため全身麻酔を選択したことは適確であった 。 来院から 1 8分
という短時間で児が娩出されてお り 、 極めて迅速に処置され、 優れた対応であった 。

によ り蘇生処置は施され 、 適確に治療されている 。

事例は 、 前回帝王切開が縦切開であったか杏かの診療録への記載が不詳であ
るが、 十分な情報の共有確認がなされるためには 、 診療録にも記載が行われること
が重要であり 、 よ り適切なリスク管理を行い得ることとなるため 、 前回の手術時の情
報を 、 診療録に記載し 、 明示しておく必要がある 。( 1 ) 妊婦健診について 、 頭珍 . ･ に記 し 、 日 示 て 、 必 、 。

胎盤が前壁付着の場合 、 癒着胎盤の リスクがあるが、 初診担当 医に 、 胎盤付着部 また 、 救急搬送時の超音波検査における胎児所見 、 胎盤所見 、 手術時における子
位に注意をすべきとの認識があったことは妥当である 。 富の所見 (子宮の変色の有無 、 胎児 ･胎盤の所見 、 破裂創部位の状況 ) 等について
また 、 通院所要時間等を考慮すれば、 前回帝王切開創部と胎盤付着部位のチェッ も 、 時間のある事後に整理して 、 診療録に詳しく記載することが望まれる 。
クなど緊密な連携のもと 、 紹介元での妊婦健診管理の選択は問題ない。 2 ) 当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項
( 2 ) 妊娠3 5週以降の妊娠経過について リ スクを有する妊産婦に対する共同管理の体制を整える

月 末に紹介元から異常なく再紹介となってお り 、 セミオープンシステムとし
ている 。

に 、 帝王切開の既往があるときは癒着胎盤の合併に注
oイ ドラインでは勧め られているが 、 前置胎盤がないこ

ており 、 ガイドラインからは外れていない。
スクをできるだけ回避するため 、 帝王切開を妊娠37週に予定 したこと 細かい対応策を協議しておくこ とが望まれる 。 紹介元 、 分娩担当 医療機関の両者ゐ
る 。 術前検査 、 貧血の治療 、 助産師外来での保健指導等も適確であ 責任をもって リ スクを共有し、 対応を行うという体制作 りが強く勧め られる 。

さ らに 、 セミオープンシステムの連携体制において 、 受診回数が少ない分娩担当 医

日 に 、 妊産婦が腹痛を 自覚し 、 当 該分娩機関に電話で連絡を行った
… 医師が救急車での来院を指示し 、 手術準備を開始し 、 妊産婦の到着に備えた
ことは適確である 。
その後 、 看護スタッフが妊産婦に電話をして状況を確認したことも適確かつ丁寧な
対応である 。

( 2 ) 入院から帝王切開まで
の対応は極めて迅速で適確である 。

ロ p 、 胎児救命という観点から麻酔科
る 。 妊産婦の意識障害 、 痙攣発作

入院後の
母体救命
妥当である 。

管理の下での緊急帝王切開の決定は
の原因として 、 脳 出血を鑑別するため

一 ンシステムの連携体制において 、 受診回 . ･ 力 少 ない乙 -

ハイ リスク妊婦の定期健診を助産師外来で扱うこともあるため 、 その
iの検討を十分に検討しておく必要がある 。 また 、 妊産婦からの情報

は助産師も含め医療に当たるものが協力 して行うことが勧め られる 。

王切開が子呂 , 切開の 目 理に = 祠珍 ｣

合 、 陣痛発来前にも子宮破裂が 所との連携におい
症することも指摘されているこ て 、 その リ スクの ノ

とから 、 入院管理も含めた予定 有 、 対応策の共有
帝王切開前の管理方法 、 予定 をするよう 、 なお一
帝王切開の時期設定などの再

検討が望まれる ) 。
イ ‐ 学会 ･ 職能団体は 、 オープン
またはセミオープンシステムを

層の提言 、 推進を
することが望まれ

リ スクを有する妊産婦に対する共同管理の体制を整える またはセミオープンシステムを構 イ . 妊産婦の記憶
セミオープンシステムの連携にあたって、 リ スクを有する妊産婦を診療所で管理する 築している分娩担当 医療機関に に頼った既往診療
場合 、 分娩担当 医療機関は妊婦健診を分担して行う診療所での妊婦健診上の留意 対して 、 リ スクを有する妊産婦の 情報の聴取のみで
点 、 リ スクの把握を共有し 、 分娩担当 医療機関を受診させる時期 、 分娩担当医療機 管理における診療所との連携に は 、 その正確性に
関 との間で円滑に受診、 コンサルトできる診療体制を構築することが望まれる 。 ま おいて 、 その リスクの共有 、 対応 限界があるため 、
た 、 正常妊娠経過をたどっていた妊産婦が 、 突然急変することも想定し 、 その際の 策の共有をするよう 、 なお一層 母子手帳等に次回
細かい対応策を協議しておくこ とが望まれる 。 紹介元 、 分娩担当 医療機関の両者が の提言 、 推進をすることが望ま の妊娠 ･ 分娩時に

、て 、 その リスクの共有 、 対応 限界があるため 、
共有をするよう 、 なお一層 母子手帳等に次 口

曰言 、 推進をすることが望ま の妊娠 ･ 分娩時に
o むけて、 留意する

点を記載する特記
項 目 欄を設けるな
どの工夫をするこ

とが望まれる 。

ウ . 帝王切開分娩

が増加する現在の
産科診療の中で

全国の妊産婦
往帝王切開姓
リ スクについ

しく 、 また 、 広
することが望

- 3 ‐



原因分析報告書 【要約版】 の概要 (一覧 )

認 脳性麻痺発症の原因 医学的評価 - 当該分娩機関 検討 べき 項 学会 ‐ 避能-団体 国 ‐ 地方 自 治体
は 、 分娩中の胎児心拍数パターンの ね問題はない。

変化 、 および出生後の新生児の状態 たことと 、 ア トニ 、
とその経過から 、 児は 、 出 生時には低 無痛分娩については 、 麻酔薬の注入前 、 注入後の胎児の状態の評価が行われて
酸素性虚血性脳症の状態 、 または 、 いないことは標準的でなく 、 遅発一過性徐脈が繰り返しみられていることに対して 、
その不可逆的な前段階にあった可能 何らかの保存的処置を行わなかった点は一般的ではない 。

、 。 子宮収縮促進剤の投与 、 吸引分娩とク リステレル胎児圧出法の併用については、 吸引分娩開始時の胎児心
、痛分娩による子宮胎盤血流 拍数記録では基線細変動は減少し 、 80拍/分前後の徐脈が持続する遷延性徐脈
、 局 R 旅の ム 1 への直 がみられてい が 児頭 し上 - ことによ し ム 児心 ' の 口 作 がみられたと ' l

l 分娩を行う場合は 、 ｢ 20分ルール｣ 、 ｢ 5回ルール｣ を参考にし 、 吸引分娩で児 医療従事者に対して産
出が困難な場合には 、 早期に鉗子分娩か帝王切開に切 り替える必要がある 。 療ガイドラインを周知 し 、
ら も不可能な状況であれば、 母体搬送も考慮する必要がある 。 義や内容について教育
1 分娩とク リステレル胎児圧出法の併用は 、 胎児への負荷を考慮すると 、 1 、 2 回 うことにより 、 さ らなる知

できると判断した場合にのみ行うべきである 。 本事例では 、 吸引 の修得および安全性の向上に
立着 - 診 に記 刻まないが △÷ 2 3 口 してい めるよ - 旨 ることが望ま

いない吸引適位 (吸引分娩開
の児頭の位置) についても検
することが望まれる 。

無痛分娩について

、が 、 無
、 国際化

実に増加 している 。 無

ごく一般的な医療行為
る国では 、 麻酔科医

中心として無病分娩法に関する

されているが、 わが国
イドラインおよびシステ

されていない 。 安全で

る 。

( 1 ) 吸引分娩およびクリステレル胎児圧出法について
、 o

等について

いっ生じたかの推定は困難であるが 、 また 、 吸引適位については 、 十分なコンセンサスが得られていなのが現状であ り 、 また 、 吸引分娩施行を決定す
急速遂娩を決定してから娩出まで57 産婦人科ガイドラインでは 、 ｢児頭が嵌入し 、 十分に下降している ｣ とされているが、 録に記載する必要がある 。
分間に及ぶ合計2 3 回 の吸引分娩とク 本事例の吸引 開始の際の児頭の位置は診療録に記載がないため 、 吸引分娩施行 ( 2 ) 帝王切開の準備について
リステレル胎児圧出法の併用が、 胎 の判断について 、 評価することはできない 。
児胎盤循環を悪化させ 、 低酸素性鹿 本事例の5 7分間に及ぶ合計2 3 回の吸引分娩とク リステレル胎児圧出法の併用
血性脳症または高度な低酸素状態に は妥当でない。
陥った可能性が高いと推察される 。 加

えて新生児の幅状腱膜下血腫、 テン ト
上硬膜下血腫、 シルビウス製の くも膜
下出血による出血性ショ ックが、 その
状態をさらに悪化させたものと考え ら

れる 。

がある 。 そのためには 、 胎児心拍数波形の判読に基づく分娩時胎児管理方法を基

本とし 、 施設の実情に応じた対応方法を検討する必要がある 。
緊急に帝王切開に対応できない施設や時間帯であれば、 早めに帝王切開の準備を

行った り 、 母体搬送も考慮した りする必要がある 。
( 3 ) 分娩誘発剤の使用およびその管理について
陣痛促進剤を使用 した分娩誘発では 、 原則 として分娩監視装置による子宮収縮お

よび胎児心拍数を連続的に記録する必要がある 。 また 、 本事例でのア トニン ○の

使用方法は 、 日 本産科婦人科学会および 日 本産婦人科医会によって取りまとめ ら
れた 、 ガイドラインに示されているオキシトシンの使用方法と異なるので、 今後は 、

白数記録では基線細変動は減少し 、 80拍/分前後の徐脈が持続する遷延性徐脈 開始の際の児頭の位置は診療録に記載はないが、 合計2 3 回も実施している事実
をみられているが、 児頭を押 し上げることによ り胎児心拍数の回復がみられたと判 から考えて 、 この時点で吸引分娩施行を決定した判断 自 体が適確性に欠けていた
断し 、 その判断に基づき吸引 分娩とク リ ステレル胎児圧出法を続行したことは 、 医 と言わざるを得ない 。 したがって 、 吸引分娩施行の判断を適切に行うべきであり 、 こ

考え られる 。 低酸素性虚血性脳症が 学的妥当性がない 。 のための研修等を受け、 能力を養う必要がある 。
、 吸引分娩施行を決定する際の児頭の位置は 、 重要な所見であるため 、 診療

-記 ' る必要がある 。

本事例の無痛分娩開始後のような胎児心拍数異常
いったんその異常パターンが消失しても 、 分娩の進
常が出現する可能性を念頭に置き 、 帝王切開が速

も 、 分娩の進行に

帝王切開が速やか

パターンが出現した場合には 、
行によ り さら に重症な心拍数異
やかに行える体制を整える必要

視のもと投与量を慎重に決定しなければならない。
団促進剤を使用する場合は 、 方法 、 副作用 、 合併症などの説明と同時に 、
け書面による同意を得ることが望まれる 。

( 4 ) 硬膜外無病分娩中の管理について
施行する場合 、 局所麻酔薬使用後30分以内は胎児心拍数異常
る可能性が高いため 、 胎児心拍数の連続的監視が必要である 。

220005 、 、 低血圧の予防に心がけ 、 胎児心拍数異常パターン
輪液量の増加 、 昇圧薬

凡与、 子宮収縮抑制などの処置や 、 陣痛促進薬を使用 している時には減量
たは中止などの処置を速やかに行う必要がある 。

なお 、 無痛分娩を行う場合は 、 方法 、 副作用 、 合併症などの説明と同時に
"きるだけ書面による同意を得ることが望まれる 。

( 5 ) 新生児蘇生法について
事例のように 、 羊水混濁がみられる場合には 、 胎便吸引症候群の予防の

こめ 、 気道の胎便を十分に吸引 した後 、 自 発呼吸 、 心拍 1 00回/分以上に
回復がみられない場合は 、 陽圧換気を30秒問行う必要がある 。 それによっ
ても心拍数の改善がみられなければ、 気管挿管を考慮し、 胸骨圧迫を行う 。
その処置を3 0秒間行っても心拍数の改善がなければ、 ボスミンの投与を
行うことが勧め られている 。 本事例では吸引が十分に行われたか診療録
からは不明であるが、 日 頃から看護要員も含め適切な新生児蘇生を行える
ように 、 日 本周産期 ･ 新生児学会が行っている新生児蘇生法講習会を受講
することが望ましい 。
2 ) 当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項
( 1 ) 地域の連携システムについて

緊急時のオンコールに対応できる医師が確保されず、 また緊急帝王切開
決定から手術開始までの所要時間が40分ないし6 0分程度要する医療
機関でも 、 帝王切開を迅速に行う必要の生じる事例も存在しているので、
その対応として地域の医療機関との連携体制の確保が極めて重要である 。
重症度と緊急性 、 発生時間帯などに分け、 他の医療機関の医師に応援を
依頼するのか 、 母体搬送を行うのか 、 分娩後に新生児搬送を行うのか 、
小児科医に立会いを依頼するのか 、 などの対応策を普段から検討し 、
マニュアル化しておく必要がある 。
( 2 ) 医療従事者の協力体制

、 診療行為がガイドラインに準拠して実施
る ことが望まれる 。
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臍帯脱出 、 それによる高度の臍
室の . 瀦 のために生じた

、 。 児頭が固定されていない
、 よび頚管押し上
との間には関連
えられる 。

2 20006

ている 。 PGの 。 メ ト ロ ( 1 ) ア トニン点滴の使用方法について
の投与量については 、 日 本産科婦人科学会および 日 本産婦人科医会

よって取り まとめ られた ｢子宮収縮薬による陣痛誘発 ･ 陣痛促進に際しての留意
｣ の基準に準拠して行われるべきである 。 院内の投与基準として 日 常的に用 し 、 ら
ている投与量を 、 今後は留意点に合致させることが求められる 。

低酸素状態にし 、 脳性麻痺や胎
児 ･ 新生児死亡の原因 となって

いる 。 頭位分娩においてはその

発症率は極めて低く 、 原因の分

析が進んでいない現状がある 。
今後 、 破水(人工破膜 ･ 自 然破

メ ト ロ イ リンテ

発 、 巨大児 、

の

、 本診療所のよ
- に帝王切開を
一 っていない施設

ミどの程度あるの
、 、 その地域とし

れにどう対応し

いるのか等につ

いて 、 学会と協力

ルの使用は 、 本事例の頚管は熱化していたと考えられるため 、 医学的妥当
の余地力 ある 。 ア トニン点滴の使用方法は、 日 本産科婦人科学会およ
人料医会によって取りまとめられた 『子宮収縮薬による陣痛誘発 ･ 陣痛
ての留意点｣ で示す使用量が守られておらず、 標準的とは言えない。 人

工破膜は 、 4回経産婦であれば、 臍帯が先進部あた り に下降していないことを確認 ( 2 ) 人工破膜と子宮頚管の押 し上げについて
して行うことに問題はないが、 臍帯下垂の有無が
本事例のタイミングで人工破膜を行ったことには認 てい ば 、つ と ば 、 = の イミング で人工 膜 行ったことには そ

検討の余地がある 。 子宮頚管の押し上げは 、 分娩進行の促進のために頻繁に行 帯
われる手技ではあるが、 本事例では臍帯脱出 の誘因となった可能性もあ り 、 医学 が
的妥当性は不明である 。 臍帯脱出後 、 臍帯の還納を試みたことは標準範囲内の診 脱
療である 。 帝王切開が必要と判断し 、 当該分娩機関に母体搬送を依頼したことは妥 の I
当である 。 臍帯の圧迫を和 らげるための児頭の押し上げは 、 有効性が実証されて る 。

による分娩誘発中 に 、 人工破膜が行われているが 、
一 つた 。 児頭が固定されていなし 、場合の人工破膜は臍

いないため 、 妥当性は不明である 。 臍帯脱出を確認して直ちにア トニン点滴を中止 ( 3 ) メ ト ロ イ リ ンテルの挿入について
したことは妥当である 。 当該分娩機関に到着後8分で児が娩出されたことは 、 標準 メ ト ロイ リンテルは 、 頚管の熱化を評
以上に早い娩出である 。 新生児の蘇生処置に問題はなく 、 N I CU入院後の処置も ことが望まれる 。
標準的である 。

、 人工破膜は児頭がしっかり と固定していること
さら に子宮頚管の押 し上げは 、 児頭が固定していない場合には臍帯
、る可能性がある 。 これら の産科処置を行う場合には 、 臍帯脱出など
に置いて 、 医学的な必要性を判断した上で慎重に行われるべきであ

′ンテルは 、 頚管の熱化を評価した上で 、 必要性を判断し、 慎重に行われる

( 4 ) 計画分娩の際の同意について
計画分娩あるいは分娩誘発の施行にあた り 、 妊産婦および夫に、 有効性と安全性
を説明 し、 文書による同意を得ることが望まれる 。
( 5 ) 母体搬送の際の説明について
緊急を要する場合は 、 十分な説明が困難な場合もあるが、 搬送後 、 家族に十分な
説明をすることが強く勧め られる 。 望する 。
( 6 ) 診療録の記載について ウ . 本事例の発生した診療所

臍帯脱出後の処置 (ア トニン 中止、 酸素投与 、 子宮収縮抑制剤の使用 、 体位など) 、 は 、 1 年以上 、 帝王切開の経験
メ ト ロ イ リンテル挿入時の内診所見 (展退 、 頚管の硬さなど) や判断など、 行った処 がなく 、 臍帯脱出や子宮破裂な
置等については診療録に記載することが強く勧め られる 。 どの緊急性のある事例を扱う に
2 ) A診療所および当該分娩機関における設備や診療体制について検討すべき事項 は 、 準備が不十分であったと者
( 1 ) 緊急帝王切開が可能な体制を作ること
本事例が発生した診療所では 、 帝王切開が必要な事例は 、 帝王切開が可能な
に紹介されていた 。 その結果 、 1 年以上に渡って 、 帝王切開の経験がなかった 。
脱出の危険は予知できず 、 臍帯が脱出する前に紹介されることはない 。 しかし 、
脱出などの胎児緊急症では 、 できるだけ迅速な、 児娩出が求められる 。 近隣の 、

屠 次施設へ速やかに搬送した り 、 近隣医療機関から医師の応援を求めるなどして
車携し 、 速やかに帝王切開術が施行できる体制を作る ことが肝要である 。
( 2 ) 緊急時の対応について説明を行う

児 ･ 家族からの情報で、 妊産婦はA診療所では帝王切開を行っていないこと
知 らなかったと記載している 。 緊急時は母体搬送を行うのか 、 目施設で
王切開を行うのかなど、 緊急時の対応について、 妊娠中に妊産婦や家族

に説明をしておくことが勧め られる 。

えられる 。 ただ、
において 、 本診療所

王切開を行っていな

、施設がどの程度あるのか 、 そ

として緊急帝王切開が出
か否かは 、 学会および行

中心となって調査し 、 安全
ることが必

‐ついて学会しべ して調査を行い 、

し それらの因 安全面での改善策、 それらの因 女 面での 口

因果関係を検 を提言することが
賛 、 することを要望する 。

. PG錠の最後の内服からアト

ー ン点滴開始まで3 5分しか間

がない。 現在 、 同時併用は禁止

れているが、 どの程度間隔を
あげる ことが望ましいか 、 学会な
どで指針を出すことを要望する 。
また 、 陣痛促進剤の用法用量に
ついて 、 再度周知することを要
望する 。

ウ . 本事例の発生した診療所

必要である 。
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事例

番号

220009

脳性麻痺発症の原因

本事例の脳性麻痺の原因は 、 吸引分
娩の施行によって分娩中 に幅状腱膜
下出血が発生し 、 出 生後 、 幅状腱膜
下血腫への出血が増加 、 循環不全を
きたし 、 出血性ショックとなった 。 その
結果 、 児の中枢神経系に不可逆性の
病変が生じ 、 脳性麻痺を発症した可能
性が高いと考えられる 。

分娩経過中 に胎児機能不全が存在し
ていたと考えられるが、 その程度は 、
吸引分娩施行前ではそれほど重篶な

ものではなく 、 この胎児機能不全のみ

で本事例における脳性麻痺の発症を
完全に説明することはできない 。

医学的評価

分娩経過中の胎児心拍の確認方法 、 子宮収縮薬の使用法 、 および子宮収縮薬使
用 中に分娩監視装置が使用されなかったことは 、 一般的ではない 。
吸引分娩の施行 、 断念、 緊急帝王切開術の施行 、 新生児蘇生処置 、 小児科への
転料といった一連の流れは 、 産科診療所として可能な範囲内で迅速に行われてい
たと判断できる 。

伏話 すべき事項

当該分娩機関

1 ) 当該分娩機関における診療行為について検討すべき事項
( 1 ) 診療録および各樫 。し録と通 ラリ ー )= ′
本事例では 、 診療録に 、 オキシ トシンの投与量 、 投与速度 、 陣痛の状況 、 胎児心拍
数 【 ｣関 り る記載が乏しく 、 また胎児心拍を 一 ｢ ムコ - - ロ 時の記載がないなど 、 記
録の不備が散見された 。 行った診療行為等について 、 正確に記載することが望まれ
る 。

( 2 ) ドッブラ法による胎児心拍確認お上だの 齢二 :二 言 二 : 片 ト ス胎児心拍数モニタ リ
ングを定期的に行う
ア . 本事例では 、 陣痛開始入院後の分娩監視装置の終了から午前7時までの約4
時間 1 0分の間 、 分娩監視装置の装着も胎児心拍の確認も行われていない。 ドップ
フ法に ← ≧ 導入靴粕肝 心拍聴取で胎児監視を行う際には 、 米国産婦人科学会 (AC
OG ) や世界産婦人科連合 ( FIGO ) 、 世界保健機関 (WHO ) 等国外の産科専門 :刑 -
や保健医療専門団体の推奨する監視法を十分参考にされる よう要望する 。 聴取間
“ ‐ ' ^ ^ “ "“渦女 通じて推奨法に示された間隔程度まで短くし 、 特に分娩第n期で. - - ニニ ノJ T ‐ -

は 、 頻回にドップラ法 ‘ - + Z 貼酌を行うか 、 分娩監視装置による胎児心拍数モニタ リ
ングに切 り替えることが望ましい 。

イ . 分娩監視装置を用いた胎児心拍数モニタ リ ングを 、 よ り頻回に使用するよう推奨
する 。 特に 、 ①破水直後 、 ②分娩第II期 、 など状況が変化した際には 、 分娩監視装
置を用いた胎児心拍数モニタリ ングを行う ことが望ましい。
( 3 ) 子宮収縮薬を適切に使用する
子宮収縮薬を使用 した陣痛誘発 ･ 促進では 、 原則 として分娩監視装置による子宮収
縮 、 および胎児心拍数を連続的に記録す Z 鳶藁hミある 。 また 、 本事例でのオキシト
シンの使用方法は 、 日 本産科婦人科学会および 日 本産婦人科医会によって取りま
とめられた 、 ガイドラインに示されているオキシ トシンの使用方法と異なるので 、 今後
は 、 十分な監視のもと投与量を慎重に決定しなければならない 。 なお 、 子宮収縮薬
を陣痛誘発 ･ 促進の 目 的で使用する場合には 、 方法 、 副作用 、 合併症などの説明 と

同時に 、 できるだけ書面による同意を得ることが望まれる 。
2 ) 当 該分娩機関における設備 い診療体制について検討すべき事項
( 1 ) 医師以外の医療職も新生児蘇生法に習熟する

本事例では 、 帝王切開術中 に当該分娩機関の医師が手術を中断して新生児の蘇
生にあたっている 。 新生児蘇生法は必ずしも医師のみが行える医療技術ではなく 、
適切を語 目 を 受講すれば、 助産師 、 看護師 、 准看護師でも施行し得るものである 。
新生児仮死の発症時には 、 これらの医師以外の職種も新生児蘇生に関与し 、 それ
によ り 医師はできるだけ手術に専念できる環境を整えるように望まれる 。
( 2 ) 事例検討を行う
本事例発生後に 、 院内でカンファレンス等は行われていないとの ことである
が、 母体や新生児に何らかの問題が発生した場合には 、 関係した医療従事者
ぐ事例 略 二 J を行い 、 今後改善できる点がないかどうかなどを話し合う場を
設けることが望まれる 。

学会 ･ 職能団体

日 本産科婦人科学会および 日
本産婦人科医会が刊行した ｢産
婦人科診療ガイドライン産す ; 縞' ‐- ン

008 ｣ は 、 わが国の産科医療の
適正化 ･ 標準化に多大な功績を
上げているが、 さ らにわかりやす
いものへと改訂する努力を望
む 。 本事例に関連した分野とし
ては 、 以下の点が望まれる 。
ア . 分娩中の分娩監視装置ま
たはドツプラ法による胎児心拍
か の方法について 、 胎児の

安全性に留意し 、 かつ小規模の
^ ± , , T g 宅 裏鞠可能な指針を示

すこと 。

イ . 吸引分娩の適正な方法につ

いて 、 よ りわか りやすく充実した

記述とする とともに 、 吸引分娩に
伴う合併症などについても記述
をより充実させること 。

ウ . 鉗子分娩の適応と比較し

て 、 吸引分娩では 、 児頭がSp 十
2cmよ りやや高い位置でも適応
となるとの考えが一般的とされ

ているが、 それについての検討
を行うこと 。

工 . 吸引分娩を経験する可能性
のある妊婦すべてに対する事前
の情報提供と 、 それに関する理
解の確認を実施し 、 必要時の同

意が十分な理解を前提として行

われる体制を検討すること 。

才 . 帽状腱膜下血腫に関するわ

が国での全国的な実態調査を

行い 、 どのような吸引分娩の手

技がハイリ スクであるかを解明

する こと 。

力 . 吸引分娩後24時間は 、 児を
十分な監視下に置き 、 幅状腱膜
下血腫の有無など 、 児の状態を
注意深く観察するよう周知するこ
と 。

キ . 新生児蘇生法の講習会を 、
各地域支部において大規模か

つ継続的に開催し、 分娩に携わ
る医療関係者が新生児蘇生法
を十分に習得するように取り組

むこと 。

国 ･ 地方 自 治体
ア . 上記新生児蘇

生法講習会の開催

≧烹 功を真二援助

を行い 、 医療関係

者の新生児蘇生法

習得を支援するこ

とが望まれる 。

イ . 本事例では 、

公立病院の小児科

医師が比較的迅速
に到着して蘇生処

置を行ったが、 公
務員の兼業禁止を
理由 に 、 この ような
派遣が迅速に行わ
れていない地域も

存在するので、 公
立病院医師の診療

所等への診療支援

は兼業禁止の範囲

外であることを 、 明

確にすることが望
まれる 。



蔭覇司
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事例 門歯性麻痺発症の原因 医学的評価 検討すべき睾唄 国 . 地方 自 治体番号 当該分娩機関 ゞ 鷁 ^ … “ [伴
本事例における脳性麻痺発症の原因 本事例では 、 管理入院以後 、 定期的に胎児 、 羊水 、 胎盤の状態が観察されており 、 1 ) 当該分娩機関における診療行為について検討すべき事項 ア . 胎児心拍数モニタ リ ングの 特になし 。
は 、 胎児期に出現した貧血が徐々 に 妊娠中の富塩 - ▲標準的であったとし 、える 。 二繊毛膜性双胎ではw . ★ [ 弩 ( 1 ) 胎児心拍数モニタ リングの正確な解釈に関する教育を徹底する必要がある 。 特 正確な解釈と 、 それに基づく通
進行したことで 、 低酸素症とアシドーシ が発症することは極めて稀であることから 、 一般的に双胎間輸血症候群の発症を に、 本事例で指摘されたよう に 、 基線細変動が減少して繰り返し出現する遅発一過 切な管理方針の教育を徹底する
スが引き起こされ、 最終的 ! テ偕已T土 今 日割 ‐置いて産科的な管理を行う ことはなく 、 この点においても本事例の妊娠管理 性徐脈や 、 サイナソイダルパターンについて 、 教育の徹底を図る必要がある 。 ｣と 、 およびその管理指針をガイ
となったために 、 脳循環が障害された に問題はなかった 。 ( 2 ) 胎児心拍数モニタリングの正確な解釈に基づき 、 適切な時期に 、 適切な対処法 ドラインとして周知し 、 それに基
ことによる と考えられる 。 高度の胎児 しかし 、 妊娠3 4週6 日 の午前中の胎児心拍数モニタリングの所見では 、 基線細変 をとれるよう 、 管理方針の教育を徹底する必要がある 。 づく管理の徹底を図ることが望
貧血の原因としては 、 双胎間輸血症 動の減少と遅発一過性徐脈が認められており 、 胎児低酸素やアシドーシスを示唆 ( 3 ) 双蛤で、 同 じ用紙に二児の心拍数を一緒に記載すると 、 お互いの心拍基線が重 まれる 。
候群の可能 誓 !苺鼠七三 - 、 と考え られ する異常が出現し始めている 。 また 、 同 日 夜のモニタリング所見では 、 基線細変動 なり合った り 、 一児のみをモニターしたり して 、 評価が困難なこともある 。 その ような イ . 双胎における胎児心拍数モ
る 。 - が完全に消失し、 子宮収縮の度 - ~遅完 遅杜徐脈が認められており 、 更に重症化 場合には 、 それぞれ別 々 のモニタ を装着することや同一児をモニターしないよう に タ リ ングの臨床的 、 基礎的研

した所見が明らかとなっている 。 このよう に 、 双胎間輸血症候群の有無に関係なく 、 ドップラ装置を付け直すことが望まれる 。 究を推進することが望まれる 。

2200 1 0 胎児の異常所見を評価できなかったのは 、 標準的な産科医療とはいえず、 また 、 そ ( 4 ) ハイ リスク妊娠で異常パターンが出現し始めている場合には、 胎児心拍数モニ ウ サイナソイダルパターンの病
の異常所見に対して原因検索や対症療法を行わずに 、 深夜まで待機したことは 、 タ リングを用いず ･古 . 帆 "二 絹体刻を検討する ことが望まれる 。 態 、 解読基準 、 臨床的意義 、 対
産科医療として適確性に欠ける 。 ( 5 ) モニタ リ ング所見から胎児貧血が疑われる場合には 、 胎児中大脳動脈の最高 策等に関する研究 、 教育を推進
新生児蘇生については 、 夜間の双胎の緊急帝王切開にも関わ らず、 小児科医2名 I[ 町 面 ふ ま 世{ . systo l i c ve 1 o c i ty)の測定等 、 追加検査を行うことが望まれ することが望まれる 。
が立ち会った点は評価でき 、 その2名 に新生児科専従医師が含まれていたことも十 る 。 エ . 学会には 、 二繊毛膜性双胎
分な対応と考えられる 。 出生時の児に対する蘇生法も妥当である 。 2 ) 当該分娩機関におけ Z 一勺繭 輩 診療体制心ついて検討すべき事項 における双胎間輸血症候群の

医師と助産師の 赫働 件弱 と絵 侍し 、 お互いの立場から相互にカバーする医療体制 発生機序や病態について研究を
を構築する必要がある 。 胎児心拍数モニタ リング所見に関 して 、 助産師が異常を 進めることが望まれる 。
疑って医師に報告した場合には 、 その可能性を十分に検討して総合的に評価する
必要がある 。 また 、 モニタ リング解読に関するキ ー 溝 & 家編と助産師が共有する必要
がある 。

本薹イ軸 あ げ る麓 iユ言痔発症の原因 知桝M理 - -の り ④ 昌 些事問題は認め られない 。 前刈粉水と診断し入院営埋とした 1 ) 当 該の髯機関Lあ げ をク家 背約ト ノ し 、て 検討 すべき華頂 日本注飜 婦人科 学会は 、 分娩 特になし 。
は 、 午前5時2 5分から午前7時2 5分 ことは妥当な対応である 。 血性羊水に対して 、 特別な対応をしなかったことについて ( 1 ) 診療録の記録について 経過中の胎児心拍数図の読み
までの間に 、 臍帯圧迫等の胎児低酸 は 、 血性羊水の原因がヒ総静脈洞破裂 、 または子宮 口 の開大に伴う脱落膜血管 入院後の内診所見を含む分娩経過と胎児心拍数図の所見等の医師記録がないた 方 、 児心音の聴取間隔に関して
素血症を引き起こす何らかの出来事 からの 出血である と考えられ、 これらは胎児へ悪影響が及ぶミこ とはないため問題は め 、 医師が診察 ･ 所見の確認を行ったかどうか判断できない 。 また 、 胎児徐脈を確認 のガイドラインを一刻も早く策定
が起こったことであると推測される 。 こ ない 。 また 、 破水に対して抗菌薬の経口 投与を行ったこと 、 入院後分娩監視装置を した後も内診所見が記載されておらず、 臍帯脱出の有無や子宮 口 の開大度の評価 し、 それを全会員に周知徹底さ
れには 、 臍帯辺縁付着 、 羊水の減少、 装着し胎児の許事 こ行 コたこと 、 分娩監視記録から助産師が｢モニター要注意｣ と がされていたかどうか不明である 。 せることが望まれる 。

刀 … … … - wb ･ 一 宇 費 ‐ 診察の所見 . 胎児心拍数臍帯の位置変化などが微妙に関連し 判断したことは妥当である 。 午前5時2 5分に分娩監視装置を外したことは 、 この時 医師および助産師は 、 二 十 一- - - ^ 粋 “▽ ' 冨 一 “ …
ている可能性がある 。 それら 、 または 点の胎児の状態が比較的良好であると考えられるため 、 問題はない。 の状態ならびにそれに対する判断などについての記載を行う ことが望ましい。
他の未知の因子によって 、 午前7時2 午前5時25分から 、 午前7時25分までの2時間 、 胎児心拍数が聴取されなかった ( 2 ) 胎児心拍数の聴取について

. ヤ氷 J r !≠! 9 - … 鐇剪家への記載が 午前5時2 5分までの胎児心拍数に大きな問題は認めず、 分娩監視装置を取 り外し5分から児の娩出まで 、 少なく とも49 ｣とについては 、 午前6時以降の陣痛や軒 ･こ 【
分間持続する低酸素状態から重度の ないため 、 分娩第 I 期の活動期であったか否かの判断が出来ず 、 医学的妥当性の た判断は基準から逸脱していない。 しかし 、 既破水で羊水が赤色を呈しており 、 助産
代謝性アシドーシスの状態となり 、 脳 。平価はできない 。 午 前 川寸乙 J分 に確認された胎児徐脈に対して 、 助産師が、 酸素 師が胎児心拍数を要注意だと判断したのであれば 、 分娩第 I 期の活動期ではなく
性麻痺が発生したものと考えられる 。 投与 、 体位交換 、 医師への報告を行ったことは標準的である 。 医師が経腟式急速 ても 、 分娩監視装置を継続して装着するのもーつの選択肢であった 。 当該分娩機関

遂娩ではなく帝王切開による急速遂娩を決定したことについては 、 " も し 所見の記録 において、 分娩監視装置の装脱着の基準、 ならびにそれぞれの場合における母児
がないため断定的な許肛参 じ ご ない 。 しかし 、 ここまでの分娩経過から考えて 、 子 - - ′ ] “ さ らにその状況に対する判断法についてマニュアルを作成するな
宮 口 が全開していないと推察されるので、 この判断は妥当であった可能性が高い。 どの徹底を図る ことが望ましい 。
帝王切開を決定して44分後に児を娩出 したことは 、 標準から大きく逸脱していな ( 3 ) 臍帯動脈血の採血について
い。 新生児蘇生は適確で 、 その後の新生児に対する処置は標準的である 。 出 生時の臍帯動脈血液ガスのpH値は 、 胎内 における胎児酸素化状態の最良の指

標とされているが、 PHが7 . 2 3 5 、 PC0 2が3 5 . 3mmHg 、 P02が6 4 . 5mmHg 、
B Eが- 1 1 . 7 mmo l /Lであった 。 この pH 7 . 2 3 5 という値は 、 アシドーシスをきた
している値ではない 。 一方 、 P0 2の値が、 6 4 ‐ 5 mmHgと臍帯動脈血の通常の値

2200 1 1 (臍帯動脈 1 6 ~ 20mmHg 、 臍帯静脈2 8 ~ 3 2mmHg ) から は大きな開きがあ り 、
採血手技 、 採血から検査までの検体の保存状態 、 測定手技などについて検討を加
える必要がある 。
また 、 一般に臍帯動脈血とされている血液の2 5%は臍帯静脈血液であるとされ (A

‐ 9 ‐



庸岡分析報告書 【亜約版 】 の概要 (一覧 )

事例 脳橇直沽赦佇↑盾囮 - 医学翰詞儒 解 検實寸すべき畢唄 Tm
爛肛凧体亢延↓豚四 - 匪十mm皿 当該分娩機関 学会 ･ 職能団体 国 ･ 地方 自 治体

番号 1 ) 当 該分娩機関における診療行為について検討すべき事項 クリステレル胎児圧出法藤岡刃 特になし 。本事例における脳性麻痺発症の原因 妊娠中の妊婦の管理は妥当である 。
は明らかとはいえないが、 午後3時3 0 入院時の対応として 、 ｢胎動がない｣ との訴えの妊産婦に対して来院を促したこと 、 ( 1 ) 出生後の児の蘇生について の剣のような側面を持ち 、 胎児
分ころからの胎児心拍陣痛図上で 子宮 口 の開大が5 cmで、 破水も確認されたため 、 入院の方針となったこと 、 母体が 蘇生は児の出生直後から行うことが重要である 。 また 、 挿管を行った後は十分な管 の急速遂娩にあたり非常に有効
は 、 それ以前と比べて基線細変動が 3 7 oC台の発熱を来しており 、 破水後でもあるため 、 抗生剤の投与を行ったこと 、 子 理が必要であ り 、 特に挿管チューブの固定方法については 、 日 ごろから機会を設け な手段であるが、 選 偏 り る と児
消失してきており 、 一過性頻脈もみら 富収縮が3分周期であったため 、 分娩待機の方針としたことは妥当な対応である 。 て習得するよう にすることが望まれる 。 そのためには 、 日 ごろから看護職員も含め適 の状態を瞬く間に悪化させてし
れなくなり 、 児の低酸素状態が疑われ しかし 、 分娩監視装置を装着したのが、 来院から 1 時間後であったこと 、 入院時の 切な新生児蘇生を行えるように、 日 本間産期 ･ 新生児医学会が行っている新生児蘇 まうこともある 。 これほど広く行
る 。 また 、 出生時の児の臍帯動脈血ガ 体温が3 7 . 3 oCであったのに入院翌 日 に血液検査を行ったことは一般的ではな 牛状峩習ム ん 〉 『 づ る - ンが望ましい。 われている手技に対して 、 学会
ス分析値は 、 低酸素状態と断定できる い 。 ( 2 ) 陣痛誘発の適応とその選択について にも職能団体にも 、 はっき り した
値ではないが、 代謝性アシドーシスを 羊ノド日 雪 詩の弱応rついては 、 羊水混濁確認時に分娩監視装置を装着したことは 陣痛促進剤を使用する際には 、 原則 的に説明を行う とともに同意を得て 、 診療録に 適応や要約を定めたガイドライ
示している ことから 、 児の低酸素状態 問題がない。 しかし 、 その所見は経時的に異なるため評価できない 。 その記載を行う ことが強く勧められる 。 また 、 陣痛促進剤の初期投与量、 時間ごとに ンが存在しない。 ク リステレル胎
が疑われ 、 分娩中の低酸素状態が脳 陣痛誘発の適応とその選択については 、 入院翌 日 、 破水から 1 9時間経過している 増量する量は 、 ガイドラインに記載された方法で行うべきである 。 児圧出法に関するガイドラインを
性麻痺の原因の一つである可能性を ため 、 陣痛誘発が必要と判断し 、 ア トニン - ○による陣痛誘発を行ったこと 、 陣痛促 ( 3 ) 血圧上昇時の対応について 作成することを要望する 。
示唆している 。 それに加え 、 母体に何 葦 な う授 芍 と 開始以降 ‐ 分娩監視装置を装着して持続監視を行ったことは妥当で 妊産婦の血圧が上昇傾向 にある場合には 、 厳重監視を行い 、 早 目 の対応が必要で
らかの感染があったと考えられ 、 子宮 ある 。 胎児心拍数が徐脈を呈した時の対応は妥当である 。 ある 。 また 、 アダラートは添付文書上では妊婦に禁忌となっているため 、 内服投与を
内感染は証明されていないものの 、 感 しかし 、 ア トニン 一 ○の初期投与量 、 時間ごとに増量する量 、 開始にあたって同意書 行う際は 、 説明を行い 、 そ ‘て . f□ “ 。ヌネ沁み記載 づ ることが強く勧め られる 。
“ ‐ き… ' “ + '± 叱 - ' 関 芍 した可能性 の記録がなされていないこと 、 胎児心拍数が徐脈を呈したあとアトニン - ○の点滴 (4 ) ｢胎動がない｣ との訴えの妊産婦の対応について

2 200 1 2 は否定できない。 さらに 、 児の出生か を増量したことは基準を逸脱している 。 胎動感消失監 事ア ナ 封座三盂氷秘さ ピ た場 合 、 来院後すぐに分娩監視装置を装着
ら小児科医が蘇生を開始するまでの4 アダラートの内服投与に関する妊産婦への説明とその内容、 ク リステレル施行の際 し、 胎児の状態の確認を行うことが望ましい 。
分間の蘇生の状況については記載が の内診所見と開始時間や施行回数については 、 記載がなく評価できない 。 ( 5 ) 胎盤病理学検査の提出について
なく 、 その詳細は明らかではないが、 児の出生から小児科医が蘇生を開始するまでの4分間の蘇生の状況については 、 感染が疑われ 、 アプガースコアの低い児が出生した場合は 、 胎盤を病理学検査に
出生後の蘇生が脳性麻痺の症状に何 記載がなく評価できない。 小児科医の児の処置については妥当である 。 提出することが勧め られる 。
らかの影響を及ぼした可能性は否定 ( 6 ) 診療録等の記載について
できない。 羊水混濁の状況 、 ク リステレル胎児圧出法の開始時間 、 回数 、 出生後の児に行わ

れた蘇生処置の状況など 、 最低限の情報は診療録、 助産録等に記載することが必
要である 。

2 ) 当該分娩機関における設備 ･満ク 京 ｢÷ 器 : ついて検討すべき事項
本事例に関 しての事例検討会は行うべきである 。 また 、 行った事例検討会の 内容を
妊産婦に伝えることが勧められる 。
なお 、 事例検討会を行う場合 、 できるだけ直後に行うことが望ましい 。

　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　l ≠ 帆 { ‐おけ Z … 耕 二 ÷÷ 疝の原因 言 テ コ から入耽 り る原因 となった藤浦の光二前 の萩鞘 ま に は 、 妥当を 目 枉が行わ 1 ) 三 説分 娩磯開“よび診療所における 参 京 行為 iゞJい く検討 夕 べさ 〒 唄 吊w --三 . … ‐ i三は 、 2 00分 当 該ク】 “にも ±て う産
は 、 常位胎盤早期剥離と不全子宮破 れて ( 1 ) 妊産婦への保健指導の充実 娩に 1 例 と比較的発症率が高く 、 科医、 新生児科
裂による胎盤循環障害 、 そのために いたと判断される 。 診療所の医師は妊産婦からの連絡に対し 、 直ちに受診するよう 妊産婦では 自 身による健康管理が重要であるが、 どんなに注意しても妊娠中には 周産期死亡や妊産婦死亡も起こ 医 、 麻酔科医の平
生じた胎児低酸素性虚血性脳症であ に指示してお り 、 その対応は妥当 と考えられる 。 診療所に到着後 、 医師は正確に妊 常包扇こ〒 期剥離のような緊急事態が突然発症することが稀ではあるが存在す る重篤な疾患である 。 その疾患 均 当直回数 、 平均
る可能性が高い 。 常位胎盤早期剥離 産婦の状態を把握し 、 当該分娩機関の医師と適切な連携を図ったために 、 迅速な る 。 妊婦健診や母親学級などで妊娠各期の異常な症状 、 徴候とそれらへの対応に の初期臨床症状としては性器出 オンコール回数は
の原因は不明である 。 搬送 、 千 , . ぬ可 能しなったと判断される 。 一方 、 当該診療所で帝王切開を行う ついて指導、 教育することは重要であり 、 不安な点についてはい フて し 三請 じ ず日 鋏 血や下腹部痛が多いが、 妊娠中 過剰で、 当直翌 日

という選択肢もあったと思われるが、 近隣に総合周産期母子医療センターがあ り 、 に応 じるシステムなどの整備を充実することが望まれる 。 のそのような症状への対応など の勤務緩和の取り
医療連携により迅速な受け入れ、 対応が可能な状況では 、 常備 n増愚 早 - - - 三上 へ 帝 ( 2 ) 子宮収縮抑制薬の服薬指導について を妊産婦に積極的に広報できる 組みも行われてい
王切開での母体の リスク 、 診療所での人員確保に要する時間などを考慮する と母 米申 げ 岸 妊娠34週で腹痛のため外来受診している 。 この時期の腹痛で最も危惧 ように 、 常位胎盤早期剥離の早 ない。 この現状の
体搬送の選択は 、 最善の判断であったと考えられる 。 診療所に妊産婦が到着して されるのが常位胎盤早期剥離であることから 、 子宮収縮抑制薬の処方に際し 、 よ り 期発見や対応策についての研 勤務環境は過酷で
から 1 5分後には搬送先の総合岡産期母子医療センターである 当該分娩機関に収 きめの細かい個別指導が重要であ り 、 その充実を検討する ことが望まれる 。 究を推進することが望まれる 。 あ り 、 過重労働で

2200 1 3 容でき 、 到着後 、 5分で手術室に入室しており 、 その対応は迅速である 。 手術時間9 2 ) 当該分娩 ‘ . 1 ‐ ねける設備 ･こヂ 赤 告 制 ! ついて検討すべき事項 ある 。 本事例のよ
常位胎盤早期剥離に子宮破裂を合併したような事例では 、 重症に陥 りやすく 、 母体 可能にするために
の生命をも脅かす危機的状態である といえるが、 的確な判断で母体合併症を最小 も 、 国 ･ 地方 自 治体
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資料 川
原因分析報告書 【要約版】 の概要 (一覧 )

事例 脳性麻痺発症の原因 医学的評価 当該分娩機関 恢 質濾 すべき事項 学会 . 職能団体 国 . 地方 自治俸
一畳量一 本事例の脳性麻痺発症の原因 は、 常 本事例は 、 子宮筋腫変性による下腹痛ルm診 町 、 菖 糾中 に常位胎盤早期剥離を 1 ) 当 該分娩機関および搬送元病院こおける診療行為について検討すべき事項 ア . 妊娠初期の外来で、 内診や 本事例は 、 N I C U

位胎盤早期剥離による胎盤循環瞳 併発したが、 母体搬送時の下腹痛の原因は主に卵巣腫瘍室捻転である 。 常位胎 ( 1 ) 当 学 公 娩 . … … ‐ 去 り る診療行為について 超音波検査により子宮や付属器 がある という理由
害 、 そのために生じた胎児低酸素性 盤早期剥離に 、 嚼 単 臼ニ ー - ‐ ^ 嵩 ん盆 合 併したまれな事例であり 、 後者の疼痛が、 結 特になし の評価を確実に行い 、 異常の有 で 、 高次救急医療
虚血性脳症である可能性が高い 。 常 果的に前者の診断を遅らせたと考えられる 。 しかし 、 一連の妊婦健診 、 入院後の腹 ( 2 ) 搬送元分娩機関における診療行為について 無にかかわらずその所見を記録 機関から下位の赦
位胎盤早期剥離の発症の原因は不明 痛に対する医学的な管理は一般的な水準であったと考えられる 。 常位胎盤早期刺 妊娠経過に伴って子宮が増大していく と 、 卵巣のう瞳や子宮筋腫の評価は難しくな することは重要である 。 学会にお 急医療機関に妊婦
である 。 しかし 、 卵巣腫瘍の茎捻転に 雛の診断 、 緊急帝王切開の決定 、 施行は迅速であ り 、 適確な診療が行われてい る 。 そのため 、 妊娠初期の外来で、 内診 学運吉放二言 - 寸 り子宮 ･ 付属器の評価を いてもその周知に努めるべきで が搬送されてい
よる腹膜刺激症状とそれに伴う子宮 た 。 新生児蘇生処置、 その後の新生児管理は標準的水準で行われていたと判断さ 確実に行い 、 またそれを 砂 言 ^" 町主け ることが望まれる 。 ある 。 る 。 それぞれの機

22oo 1 4 収縮が関与した可能性はある 。 れる 。 2 ) 、テラ} “ 駁苺におけ Z塾備 ÷ 診 湧ゞ 洋港 について検討すべき事項 イ . 妊娠中の喫煙は 、 常位胎盤 能 ･役割分担など
CT 、 MRIの画像診断は 、 放射線科医の意見を参考にすることでその診断精度の向 早期剥離 、 胎児発育不全など多 を含め 、 2つ の病
上が期待される 。 当 該分 娩 ･ 焚いても 、 画像検査の評価を放射線科医師と各 〈の周産期合併症の発症に関与 院の関係 、 あ り 方
診療科医師がいつでも共同で行えるようなシステムの整備が望まれる 。 している 。 学会は 、 妊婦の喫煙 について地域の周

の影響について積極的に広報 産期医療を支える
し 、 妊婦の禁煙を指導してい く必 体制 として適切で
要がある 。 あるか再検討が必

要である 。

入墨鴎膿厘 改の頭 部 ÷ 出により 、 臍 ぬTJ- - - ト 甘 湿 ‐“ ~ ある 。 言 こ れ だ留 ･ 蕨 = :"石 灰化を= , l : に分三 一 一 寿 藻守 1 ) 当 該分 娩 … 【一 ぬり る診療行為につい に検討 り べき 串 唄 臍 市 脱出 ‘朝育 児を色 僕｣ '" サム 特 【 - ′三 毛
帯が児頭と骨盤の間に挟まれて圧迫 したことは一般的ではない 。 ( 1 ) 子宮収縮剤の投与量について 素状態にし 、 脳性麻痺や胎児 ･
され、 臍帯の血流障害が43分間持続 分娩誘発に関 しては 、 子宮頭管の熱化を図るためにメ ト ロ イ リ ンテルを使用 したこと 本事例では 、 臍帯脱出を確認する直前まで、 分娩監視装置により胎児の健康状態 新生児死亡の原因 となってい
したことで、 胎児が低酸素 ･ 酸血症と は選択肢のひとつである 。 しかし 、 ア トニンの初期投与量 、 時間毎に増量する量が は良好で、 過強陣痛などの状況も発生していないことが確認されている 。 よって、 本 る 。 頭位分娩においてはその発
なったことが、 脳性麻痺発症の原因と 推奨量に比して多いことは一般的ではない 。 メ ト ロ イ リ ンテルとアトニンの同時併用 事例での子宮塵 … … 分限m広は 、 危険な使用法であったとは考えられないが、 子 症率は極めて低く 、 原 因の分析
判断される 。 による先 を 工 で学 、 過強陣痛や子宮破裂に注意を払っていたことは一般的で 宮収縮剤の投与量については 、 産婦人科診療ガイドライン産科編2008 の基準に が進んでいない現状がある 。 今
臍帯脱出の原因 としては 、 人工破膜 ある 。 準拠して行われるべきである 。 院内の投与基準として 日 常的に用いられている当該 後 、 破水(人工破膜 ･ 自 然破水) 、
の前に児頭は固定していたと考えられ 人工破膜に関しては 、 陣痛を強めることを期待して行うことは選択肢のひとつであ 施設の投与法を 、 今後はガイドラインの基準に合致させる ことが勧め られる 。 メ ト ロ イ リンテルの使用 、 分娩誘
るものの 、 経産婦で胎児が在胎週数 る 。 児頭が固定していない場合の人工破膜は臍帯脱出の原因となることがあるが、 ( 2 ) 人工破膜について 発などの要因と臍帯脱出 との関
に比して小さめであったことや母体の 破膜前の児頭の位置はSp士 ocmで、 医師が児頭が固定していると判断して人工 本事例では 、 人工破膜直前の児頭の位置はSp土 ocmで、 一般的には児頭は固定 連について学会レベルで症例を
体位の変化が影響して児頭の位置が 破膜を行ったことは一般的である 。 臍帯脱出後の対応に関 しては 、 臍帯還納を行っ していると考えられるものの 、 人工破膜の直後に臍帯脱出が起こっている 。 児頭が 集積し 、 それらの因子と臍帯脱
変わ り 、 人工破膜の時点では児頭と たこと は一般的ではないが、 臍 序 言 : : : 直後に帝王切開による児の娩出が必要と判 度固定したと判断しても 、 経産婦や破膜の前に母体が体位を変えたこ と せ ! - ! 』 児 出 との閻 用嵩乍小三検討 すること
骨盤の間に空間ができていた可能性 断したことおよびアトニンの点滴を中止したことは妥当である 。 臍帯脱出の確認か 頭の位置が変わることがあるため 、 人工被膜は細心の注意を払って施行することが が望まれる 。
が挙げられる 。 ら43分で帝王切開による分娩に至ったことは 、 一般診療所としては迅速な対応で 望まれる 。 また 、 本事例のように、 一度児

適確である 。 出生後の一連の新生児処置も適確である 。 ( 3 ) 臍帯脱出確認から帝王切開分娩まで 頭が固定していたと考えられて
臍帯脱出 に対する唯一の対応法は 、 可及的速やかな分娩である 。 本事例において も 、 人工破膜の直後に臍帯脱出
は 、 臍帯脱出確認後 、 オンコール医師および地域周産期センターの小児科医師に が起きる場合もあるため 、 人工
来院要請を行い 、 両名 到着後に帝王切開を施行している 。 臍帯脱出の確認から分 破膜の適応基準について学会し
娩まで4 3分の経過時間であ り 、 その時間は標準的であるものの 、 診断から分娩ま ベルで検討することが望まれ

2200 1 5 での時間短縮を図れば、 児の状態が改善される可能性がある 。 本事例発生後に院 る 。
内で医療安全管理委員会が開かれ、 r緊急手術器具等は常に用意してあるが、 今
回の事例においても 、 医師 、 スタッフの到着も早く 、 手術も可能であったが、 妊婦の
手術と新生児の救急という両方の処置が必要であ り 、 小児科医がいなければ対応
ができなかったように思われ 、 この点が今後の問題点として残されている｣ と検討結
果が示されているが、 小児科医の到着を待たずに帝王切開を開始できるように 、 医
師 ･ 助産師 ･ 看護師全員が新生児蘇生法講習会を受けて 、 新生児が仮死で出生し
た場合の蘇生が出来る体制を整えることが望まれる 。
( 4 ) 臍帯動脈血液ガス検査について
本事例では 、 臍帯動脈血液ガス所見の記載が認められなかった 。 臍帯動脈血液ガ
ス検査を行うことによって、 分娩前の胎児低酸素症の状態を推定する ことが可能と
なるので 、 臍帯血液ガス分析の装置を所有していない場合でも 、 出生時の児の状態

‐ 1 1 ‐
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